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   Ｈ０１Ｌ   21/68     　　　Ｒ
   Ｂ２３Ｑ    3/15     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月1日(2017.9.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明に係る基板保持装置において基板載置台に基板を載置し保持する方法は次の通り
である。まず、真空容器１１のゲート１７（例えば図１参照）を開けてロボットハンドで
基板を基板載置台の上部に搬送する。つぎに、前記リフトピン（例えば、3本のリフトピ
ン）を上昇させ、その上に基板を載置する。ロボットハンドを退避させた後にゲート１７
を閉じる。そしてそれらリフトピンをゆっくり下降させ、基板を基板載置台上に載置する
。基板が基板載置台上に載置された時点で、前記切替バルブにより前記流体孔からガスを
吸引する。これにより、基板の下面が負圧となり、ソリのある基板であっても、その全面
が基板載置台上に密着する。その後、前記静電保持機構により基板を基板載置台上に保持
する。次に、前記切替バルブを切り替え、流体孔に冷却流体を供給する。これにより、基
板が冷却され、基板の上面にプラズマ処理等を行うことができるようになる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　このような構成を有する本プラズマ処理装置１０において、ウエハ１９の上面をプラズ
マ処理するための動作について図３のフローチャートにより説明する。
　まず、真空容器１１のゲート１７を開けて図示しないロボットハンドでウエハ１９を基
板台２０の上部に搬送する。つぎに、リフトピン昇降機構２３によりリフトピン２１を上
昇させておき（ステップＳ１１）、ロボットハンド上のウエハ１９を3本のリフトピン２
１の上に置く（ステップＳ１２）。ロボットハンドを退避させた後にゲート１７を閉め、
リフトピン昇降機構２３によりリフトピン２１をゆっくり下降させる（ステップＳ１３）
。その後、切替バルブ２６を流体室吸引機構２４側に切り替え、流体室吸引機構２４を作
動させることにより流体室２２内を負圧にする（ステップＳ１４）。これにより、ウエハ
１９にソリがある場合でも、ウエハ１９はその負圧（すなわち、ウエハ１９上部のプラズ
マ処理室１８の正圧）によりその全面が基板台２０の上面に押しつけられ、密着する。こ
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の状態で静電電圧源４６より誘電層３１内の電極３３に直流電圧を印加することにより、
ウエハ１９を基板台２０（誘電層３１）に静電吸着する（ステップＳ１５）。
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